
 

主任（監理）技術者・現場代理人の設置及び専任・常駐の例 

 

 

１．請負金額が3,500万円（建築一式の場合7,000万円）以上の工事の場合 

   

② ② ②① ①

契約工期

②工事を全面的に一時中止期間
　　　　　　　　　又は

　 工場製作のみが行われている期間②現場施工着手までの期間 ②事務手続き等期間

第10条関係

現場代理人

主任（監理）技術者通知

第31条関係

工事目的物引渡し申出

完

成

通

知

竣

工

検

査

現

場

着

手

 

 

【主任技術者・監理技術者】 

 ①の期間・・・主任（監理）技術者の設置が必要。また、現場への専任が必要。 

 ②の期間・・・主任（監理）技術者の設置は必要だが、現場へ専任しておく必要はない。 

        （専任の必要のない工事の主任（監理）技術者になれる。） 

【現場代理人】 

 ①の期間・・・現場代理人の設置が必要。また、現場への常駐が必要 

 ②の期間・・・現場代理人の設置は必要だが、現場へ常駐しておく必要はない。 

        （専任の必要のない工事の主任（監理）技術者になれる。） 

 

 

２．請負金額が3,500万円（建築一式の場合7,000万円）未満の工事の場合 

          

② ② ②① ①

契約工期

②工事を全面的に一時中止期間
　　　　　　　　　又は

　 工場製作のみが行われている期間②現場施工着手までの期間 ②事務手続き等期間

第10条関係

現場代理人

主任（監理）技術者通知

第31条関係

工事目的物引渡し申出

完

成

通

知

竣

工

検

査

現
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着

手

 

【主任技術者】 

 ①・②の期間・・・主任技術者の設置は必要だが、現場へ専任しておく必要はない。 

          （専任の必要のない工事の主任技術者になれる。） 

【現場代理人】 

 ①の期間・・・現場代理人の設置が必要。また、現場への常駐が必要 

 ②の期間・・・現場代理人の設置は必要だが、現場へ常駐しておく必要はない。 

                （専任の必要のない工事の主任技術者になれる。） 

 

 


